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   日程 第 １ 追加議案第２号 工事請負契約に関する紛争の和解について（市長提 

                  出） 
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［午前１０時００分開議］ 

○議長（佐藤雄次郎）  皆さんおはようございます。本日は議会最終日でございます。傍聴

席の皆さん、大変御苦労さまです。 

 ただいま出席している議員は１４名です。２番川俣純子議員、９番板橋邦夫議員、１８番

山隆四郎議員から欠席の通知がありました。定足数に達しておりますので、ただいまから会議

を開きます。 

 日程に入る前に報告いたします。地方自治法第１２１条の規定に基づき、市長以下関係課長

の出席を求めておりますので御了解願います。 

 次に、本日、議会運営委員会を開き、日程を編成いたしました。内容はお手元に配付した議

事日程のとおりであります。お諮りします。これにより、議事を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、これにより、議事を進めることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。日程第１ 追加議案第２号 工事請負契約に関する紛争の和解について

と、日程第２ 追加議案第１号 平成２５年度那須烏山市一般会計補正予算（第４号）につい

てを、関連がありますので一括議題としたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

                                    

     ◎日程第１ 追加議案第２号 工事請負契約に関する紛争の和解について 

     ◎日程第２ 追加議案第１号 平成２５年度那須烏山市一般会計補正予算（第４ 

                   号）について 

 

○議長（佐藤雄次郎）  よって、追加議案第１号及び追加議案第２号を一括議題とします。 

 本案についての提案理由の説明を求めます。 

 大谷市長。 

〔市長 大谷範雄 登壇〕 

○市長（大谷範雄）  ただいま一括上程となりました議案第２号、議案第１号につきまして、

提案理由の説明を申し上げます。 

 まず、追加議案第２号 工事請負契約に関する紛争の和解について提案理由の説明を申し上

げます。本案は、建設業法の規定に基づく栃木県建設工事紛争審査会の仲裁に付しておりまし
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た那須烏山市学校給食センター新築工事請負契約に関する紛争に関し、和解案の提示を受けま

したことに伴い、その和解案をもとに当事者双方ですり合わせました。市が請負業者に和解金

といたしまして１,６４３万４２５円を今月１２月２６日までに支払うとする和解条項により

和解をすることについて、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

 学校給食センター新築工事請負契約につきましては、昨年８月の市議会臨時会で、工事代金

の増額に係る変更契約の議決が否決をされ、追加工事に係る問題解決の目途が立たないまま紛

争状態に発展をし、昨年１２月１７日に請負業者が栃木県建設工事紛争審査会に、２,

２９８万４,３３２円の追加工事代金を支払うよう仲裁を申請したものであります。 

 これに対し、市といたしましては、県建設工事紛争審査会による仲裁判断を仰いで紛争の速

やかな解決を図るために、ことし１月２１日に開催いたしました市議会臨時会において、紛争

の仲裁に関する議案を議決をいただき、県建設工事紛争審査会による仲裁審理に付しておりま

して、ことし２月２７日の第１回目を皮切りに、これまで計６回の審理が行われてきたところ

であります。 

 市では、請負業者の追加工事に係る代金の増額主張に対して、本件請負契約は定額請負契約

であり、請負業者は定められた代金で工事を完成させる義務を負っており、追加工事によって

費用が増額をしたとしても、代金増額は認められない。また、請負業者の入札に際しての図面

と設計書の照査義務、代金の増額は予見し得ない著しい事情の変更があった場合などに限定を

されることから、工事代金の増額請求は認められないという主張を展開をしてまいりました。 

 しかし、１１月７日に開催されました第６回目の審理におきまして、仲裁委員から発注者の

指示に基づいてなされた工事は追加工事であること。設計書の数量の記載漏れに市の責任があ

ることなどの理由を示し、今回の仲裁申請の大きな焦点でありました床スラブ工事に係る鉄筋

とコンクリートの増量部分も含め、大部分の工事は代金増額の対象となる追加工事であること。 

 また、追加工事の金額は、当初の設計書に基づき施工していく過程の中で、さまざまな事情

により発生するものであり、単に１つ１つの追加工事費用を積み上げるものではないという考

え方が示されました。 

 その上で、本件は、仮契約という形で一旦は代金の追加額を１,５７５万円とすることで双

方合意をした経緯があることから、この金額が妥当であるという考え方が示され、市が追加工

事代金として１,５７５万円を支払う和解案が提示されたところであります。 

 市といたしましては、この和解案と仲裁委員の考え方について、和解せずに仲裁判断に至っ

た場合の影響、今後の展望等を照らし合わせて、総合的な見地で代理人弁護士と検討いたしま

した結果、今回の仲裁委員の判断を真摯に受けとめ、紛争の速やかな解決を図ることが最良の
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選択であると判断をし、市と請負業者双方の意向に基づく詳細な和解条項のすり合わせを行っ

てまいりました結果、このたび和解条項のすり合わせが完了し、双方合意に至ったところであ

ります。 

 その内容は、先ほど申し上げましたように、市が請負業者に和解金１,６４３万４２５円を

本年１２月２６日までに支払って和解をするというものであります。 

 和解金額の内訳は、追加工事代金相当額１,５７５万円と、平成２４年１０月９日から平成

２５年１２月２６日までの遅延利息相当額５６万５,０００円に、仲裁申請に係る申請費用の

半分相当額１１万４,８２５円を加えたものであります。 

 今次定例会におきまして議決を賜りました後には、１２月１７日の次回の仲裁審理において

和解を成立させ、１２月２６日に和解金を支払いたいと考えております。 

 次に、追加議案第１号 平成２５年度那須烏山市一般会計補正予算（第４号）について提案

理由の説明を申し上げます。本案は、ただいま説明申し上げました学校給食センター新築工事

請負契約に関する紛争の和解金に係る予算を補正をするものであります。 

 平成２５年度一般会計予算の歳入歳出をそれぞれ１,６４３万１,０００円を増額し、補正後

の予算総額を１２０億１,０２４万６,０００円とするものであります。 

 以上、追加議案第２号並びに追加議案第１号の提案理由の説明をいたしました。何とぞ御審

議をいただきまして、可決、御決定を賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説

明とさせていただきます。 

○議長（佐藤雄次郎）  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 ３番渋井由放議員。 

○３番（渋井由放）  今回の議案、私は反対した議員の１人として再度確認をしたいところ

がございます。もちろんこの和解案に反対をする立場で話をするものではございませんけれど

も、今までの経緯や経過、その辺がいまいち不明確なのかなということで、再度聞きたいとい

うことでございます。 

 まず、入札するにあたっては、設計書、図面、現場などを熟覧の上、入札をするという点で

ございまして、市の設計書に抜けた分が１００％仮契約で契約をして、それから議会に出てき

たわけでございますけれども、例えば交通事故というようなときにあたりましては、とまって

いる車にぶつければ、当然、１００％支払うべきだというのは当たり前のことだと思うんです

ね。 

 ところが、片方も熟覧して入札をしたということは、市がその設計書が間違っていたからと

いって、１００％支払う義務は私はないと思って反対をしたわけでございます。その１００％
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の支払い、抜けた分をそっくり乗せて仮契約をしたということの判断ですね。これは誰がやっ

たんだ。そっくり抜けているから、はい、じゃあ抜けている分ですね、これ、契約ですねとい

うのは、どこの時点の判断でやったのか。私は、熟覧ということからすれば全く理解ができな

いわけでございまして、その辺について、誰がいつの時点でそういう判断を下したのか、御説

明をいただきたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  ただいまの変更契約等につきましては、現場の進捗状況を確

認しながら、その中において変更の部分等があるということで設計業者、それから相手方、そ

ちらを含めて協議の中で変更をしましょう。変更の指示を出したという経過でございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  ３番渋井由放議員。 

○３番（渋井由放）  もう一度言います。相手方と話をしたのであれば、熟覧をしていない

と相手方は言っているんです、はっきり。熟覧をしていなくて入札をしたというふうに、これ

は当時の議長が行って確認をしているところでございます。当然、相手方に非はあるはずなん

ですよ。熟覧しないで入札して、相手方に非があるのに何で１００％出すという判断になった

のか。これ、市民のお金でございますから、最終的には仮契約しちゃったんだから、あんたら、

それで納得しているんだからこれでやったらいいんじゃないのというふうに出たんだというふ

うに私はこれを見て思っているんですね。実際は違うかもしれませんよ。その場にいるわけじ

ゃないですけどね。 

 ただ、熟覧はしていない。熟覧していますと言って入れたやつが熟覧していないということ

は、相手方に大きな非がある。これは間違いないことだというふうに思います。というか、間

違いありません。そこで、例えば市が２０％悪い。向こうが８０％悪いとか、そういう話が出

てくるのが交通事故なんかじゃ当たり前なんですよね。 

 そういう話が一切なくてやっているというのは不思議でしようがないんですが、誰が決めた

んですかという話なんです、誰が。みんなで打ち合わせして決めたというんじゃなくて、金払

うほうが決めるわけでしょう、納得だ。誰が最終的にこれを判断したのか。市長でしょうか。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  この判断につきましては、事務の我々のほうで学校教育課の

ほうがこの工事の主管をしておりますので、私どものほうがその内容で現地等を確認をして、

この部分は変更が必要だということで、変更指示を出して、相手方、請負業者のほうもそれで

いいですよということで確認をして、両者が合意に至って、それでは、最終的に変更契約の中

でそちらを調整しましょうということで、変更仮契約を結んで議会に上程したという経過であ
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りますので、最終的には学校教育課のほうが所管になっておりますので、学校教育課でござい

ます。 

 それから、先ほどの熟覧でございますが、この熟覧につきましては、やはり本来、入札にあ

たっては熟覧をして、全ての責任において入札に臨むべきということが本来でございます。そ

ういった審議に基づいて、この契約という入札行為もなされておりますので、それを知った、

知らなかったというのは特段理由にはならないかということでございます。 

 それにあわせまして、今回、紛争審査会においても、その部分については、やはりそういっ

た相手方がそれを漏らして入札に臨んだんだから、市のほうとしても、市長としても払うべき

ではないんじゃないかという主張が争いの渦中になってきたところでございますけれども、最

終的にはこの契約約款等の１９条、それから２０条において、やはり変更条件ですね。条件が

変わった場合には変更契約もあり得るよという条文がございます。 

 この運用によって、当然両者合意になったものについては支払いをなすべきだというのが、

今回の仲裁裁定での見解ということになっておりますので、両者、基本的に本来は設計図書、

それから図面等が一致するのがベストでございましたが、そのチェックが至らなかったという

ことでございますので、それを改めるのに、じゃあ、どうなんだということで現況に合わせた

形で、その第１９条、第２０条の条項に従って、変更契約を実施したという経過でございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  ３番渋井由放議員。 

○３番（渋井由放）  熟覧してもしなくても、要は関係ないと。こういうことであれば、熟

覧という用語なんか入れなくても、入札でも何でもやればいいんですよね。熟覧というのが入

っているということは、責任を持って業者はやるんですよと、こういうことなんですよ。担当

者がそういうことをしなかったのというのが今回、問題なんじゃないかと思っているんです。

施行して業者と打ち合わせしているのが、本来だったら熟覧しているんだから、あなたたち何

言っているのと。仮契約する前にやるべきなんですよ。 

 それを、ああ、そうですか、入っていないんです。出しますよ。そういう態度がこういうこ

とを引き起こす。そして、議会のほうにも話を全然しない。隠して隠して、もっともほかに隠

す部分があったから今回は言えなかったんでしょうけれども、隠して隠してやってくるからだ

めなんですよ。 

 そういう意味では、しっかりこの市の要綱でも何でも勉強して、その１つ１つが市民のお金

ですから、しっかりと入札の中身も勉強し、そういうことをやって現場も見る。こういうこと

がなっていないから、そして、議会にも報告しないから、こういうありさまになったというふ

うに私は思っております。その熟覧ということは、じゃあ、今後は要らないんですね。全然関
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係ないんですね。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  基本的には入札に臨むにあたっては、設計図書、設計図等を

確認の上、入札しなさいという根底がございますので、全てそれに基づいて実施をしていただ

くということが本来でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに質疑はありませんか。 

 １０番水上正治議員。 

○１０番（水上正治）  今のに関連するんですが、１００％業者のやつをのんだということ

ですか。その辺の説明をお願いします。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  今回については、変更の合意に至った分ですね。一千何がし

ですね、大もとの。前の変更請負契約の議案に出した分ですね。その部分については両者の合

意がなされているという部分でありますので、紛争審査会としては両者、それについては冒頭

の段階では、その抜けた抜けないの部分ありましたけれども、最終的には両者が一致をして、

それについては払うのは妥当だということで、仲裁裁定のほうでそういった裁定を受けた。そ

ういう見解をいただいたという経過ですので、我々としては、冒頭市長が答弁の中で申し上げ

たように、払う根拠がない云々ございましたけれども、仲裁裁定の中ではこういった形で合意

をしているんだから、市のほうから指示を出して、この工事をやってくださいよという指示が

出ているものについては、当然払うべきだというのが仲裁裁定の中での見解ということで、そ

れに基づいて今回の和解案ができているということでございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  １０番水上正治議員。 

○１０番（水上正治）  私も石井弁護士の説明の中で、本来はもっと出すべきだと。しかし、

今言ったように、和解がそれだからというふうに捉えたんですけど、その辺の見解をちょっと

担当課お願いしたいんですけど。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  冒頭市長から提案理由の中でありましたように、ＪＶ側は仲裁申

請にあたりまして、まずは先ほど言いましたように、２,２９８万４３２円の支払いを求めて

仲裁に至った経緯があります。それらを踏まえて、仲裁審査会で金額を改めて精査した結果、

仮契約で合意した１,５７５万円が妥当だろうということで、仲裁審査会のほうで和解するに

あたってはその金額を提示しているということでありますので、１００％受け入れたとか、そ

ういうことではございません。 
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○議長（佐藤雄次郎）  １０番水上正治議員。 

○１０番（水上正治）  私もそういうふうなニュアンスで聞いていたんですが、よって、こ

の１,５７５万円で、それで可決していたとしたら、いくらそれ以上、今回、遅延利息、弁護

士費用、含めてかかったのか、わかる範囲でお願いします。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  先ほど全員協議会でお配りいたしました和解書の裏面に計算書が

配付されているかと思います。基本的には、１,５７５万円が基本のベースでございます。そ

こに附帯して遅延損害金５６万５,６００円、及び申請費用の半分が１１万４,８２５円、それ

を足したもののほかに、仲裁にあたりまして、さきの議会におきまして補正予算、御承認いた

だいたように、まず、弁護士の着手金として５２万５,０００円、今後、弁護士の報酬等を精

査して支払わなければなりませんので、多分その金額が今現在、把握している段階では

１００万円前後かかるものかなと、それは既に予算措置しておりますので、今回の補正には出

てきておりませんが、それらを踏まえますと、遅延損害金５６万５,６００円プラス仲裁にか

かった手数料１１万４,８２５円プラス１５２万,５０００円前後が加わるものと考えておりま

す。 

 以上です。 

○１０番（水上正治）  了解。 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに質疑はありませんか。 

 ５番久保居光一郎議員。 

○５番（久保居光一郎）  今まで意見がありましたけれども、今回のこの和解については、

我々議会でも仲裁裁定にお願いするということでございますので、渋井議員からもいろいろな

意見がありましたけれども、これはこれで弁護士費用等も含めてしようがないのかなというふ

うに思っております。それは皆さん、我々議員は同じだと思います。 

 ただ、以前に臨時議会の中で、第１号議案で、市長と教育長の責任に関して、報酬を減俸す

るというような条件がございました。それで、第２号議案で、今回のこの件の補正を載せた経

緯がございます。その第１号議案と第２号議案は否決されたわけでありますけれども、私は第

１号議案のその市長と教育長の給与改定に関する部分におきまして、これはあの当時は給食セ

ンターはできておりませんでしたから、責任をおとりになろうとするのであれば、給食センタ

ーができた時点で責任の部分はまたお考えになるべきじゃないかというようなことで反対をい

たしました。それで、否決されたわけですね。その後の第２号議案についても、補正でござい

ますけれども、それも否決になったわけであります。 

 私はあのときには、市長と教育長が何らかの責任をとったから、だから、第２号議案で補正
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予算を通してくれというような流れに見えたものですから、あえて反対をしたわけであります

けれども、この仲裁については私は、我々異議なく通すべきだと思っております。私は賛成で

あります。しかし、その件については、まだ宙ぶらりんになっているんじゃないかと思うんで

すが、これらについて市長の見解を伺いたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  この一連の責任問題につきましては、過日の平塚議員にもお答えをい

たしておりますが、確かにあのときの混乱を生じたことは大変大きな責任だということで、上

程をさせていただいた経緯がございます。今、仲裁裁定の最終段階に入りました。そのような

ことでございますから、改めてこのことについては全体的な総括、検証をした上で、議員の皆

さん方に御説明も含めて、そのようなことの対応を考えておりますので、ひとつ今後、完全に

このことが円満、決着をいたしましたら、その後の総括、検証させていただきたいと考えてい

ます。 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに質疑はありませんか。 

 １６番中山五男議員。 

○１６番（中山五男）  この問題は、当時、私、議長を務めておりましたので、もう皆さん

の意見をまとめる。そのことだけでも本当に心を重くしていたわけであります。これまでを振

り返りまして、私、疑問点等疑惑を持った点、なぜ議会議員がこれまで混乱をしたのかという

ことについて、私もけさ、少し早目に起きて書きとめてみたわけなんです。 

 その第１点は、今回の設計については、プロポーザル方式によって馬上設計が受注したわけ

ですね。そのときの委託金額が、市が適正価格とみなした設計料予算額は２,５９７万円でし

たね。それがこの落札した価格が２分の１にも満たない１,２６０万円で受注したわけであり

ます。なぜそのような低価格で受注したのか。私、その当時から疑問を持っていたわけであり

ます。その疑問が的中しまして、この工事が始まった結果、設計書の中に床のスラブコンクリ

ートの脱漏も含めて、合わせて１４カ所もあったと、私は担当のほうから聞いています。極め

てずさんな設計ではなかったかと思います。 

 さらに、給食センター完成と同時に会社は倒産してしまったと。なぜこのような会社に受注

させたのかということであります。これはやはり、市役所はどこの業者を選考するかというこ

とにあたっては、その業者の経営状況というのをきちっと見きわめた上、調査した上で指名す

べきではなかったかなと、そういう疑惑が１点残っています。 

 ２点目を申し上げます。これは昨年の６月１２日、全員協議会の中で、給食センター調理と

配送業務委託の件を我々全議会議員に説明をしてくれました。この業者にこういった業務を委

託しますと。そのとき既に発生した設計変更問題と浄化槽が傾いているという事故ですね、こ
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の問題を議会に全く報告しなかった。この執行部への不信感、これは皆、議会議員は拭い去れ

なかったのではないかと、それが混乱を招いた２つの理由ではないかと思っています。 

 もう一つ申し上げます。これは昨年の７月４日の全員協議会で、市のほうから全議員に対し

て、初めて学校給食センターの諸問題について説明があったわけです。これは変更もしなけれ

ばならない。浄化槽が傾いてしまったということですね。それらのことから、設計、変更、増

額したいとする４つの項目ですね。残土処理とか中学校の専用道路が傾いて陥没してしまった

とか、そういった４項目が示されましたが、そのうち、残土処理とつり鉄筋の部分は議会とし

ても認めるべきではないかと、大方これは話が決まったわけであります。 

 しかし、その後の全員協議会で二転三転するなど、議会議員と執行部の間で不信感が拭い切

れなくなってしまった。そういうようなことがあるのではないかと思います。その拭い切れな

くなったということを具体的に何点か申し上げます。 

 その１つは、このスラブコンクリートの設計脱漏の件です。なぜ初めから議会にそのことを

説明しなかったのか。そういう質問を議員の誰だったか私は忘れましたが、そういう質問をし

ております。それに対して教育委員会のほうでは、議会に説明をしても到底そのスラブコンク

リートの設計増額というのは認めてもらえなかったと思って、そう判断したから、そのときに

は説明をしなかったんだと。そういうような答弁でした。しかし、その後、この部分も増額し

て設計変更を認めさせたわけであります。 

 ２点目は、全員協議会の後、全議員でもって現場の視察を１回しましたね。そのときに、も

う追加したつり鉄筋工事、これはもう既に工事が完成していたわけです。本来ならば、設計変

更が生じた場合、まず、議会にその旨を説明し、設計変更後、了承を得てから、変更部分の工

事に着工すべきではなかったかと私は思っております。そういった執行部の手法は議会軽視と

みなされても仕方がないのではないかと、これは私ばかりではないと思っております。 

 ４点目申し上げます。浄化槽設置場所は設計からなぜ６メートルもずらしたのか。これにつ

いての議員の質問に対しての執行部の説明であります。当初の説明では、電柱とか電話線が邪

魔になって、浄化槽の部材を機械でつりおろす工事が困難になった。やむなく６メートルずら

したという説明でした。ところが、後の説明の、これはやはり全員協議会の説明では、設計場

所を変更した理由は、当初設計箇所を掘削したところ、崩れ落ちてきて、到底ここには浄化槽

が埋設できない。そう見て、西側へずらしたんだと。この変更理由が、初めに我々に説明した

のと後で説明したのでは内容が違っていたという、そういうことがあります。 

 もう１点申し上げます。これはつり鉄筋工事の変更についてであります。今回の給食センタ

ーの設計にあたりましては、多数の議会議員から質問がありました。それは東日本大震災の被

害状況を踏まえて、これからどのような設計をさせるのかと。安全なのかというような質問が
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あったわけであります。それに対して、耐震構造の１.２５倍以上の設計とさせました。そう

いうような説明でありました。 

 ところがですよ、着工後、この設計構造に不安があるとして、つり鉄筋をまたまた三百何十

万円も追加させてしまった。こういうことは非常に我々も不信感を持っているわけであります。

このことについて、何か執行部のほうから御答弁をいただけるならありがたいと思います。 

 まず第１回目の質問はこれです。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  ５点ほど質問の中で、一番最初の１点目の設計業者選定にかかわ

るプロポーザルについては、入札関係、総務課でやっておりますので、私のほうからお答えし

たいと思います。 

 御質問のとおり、給食センターの設計業者選定につきましては、プロポーザル方式で設計業

者を選定しております。なお、プロポーザル方式で選定を行うのは、当時の担当課でありまし

た学校教育課のほうでプロポーザルを実施しているわけなんですけれども、このプロポーザル

方式というのは、どういうふうなウエートで技術点を評価するか。価格点を評価することによ

って、業者の設定に相違が出てくると思います。現在では、あまり価格点は重要視しないんで

すね。主にその会社の技術力とか、そういうのを評価して行うのがプロポーザル方式の今の流

れでございます。 

 しかし、当時、那須烏山市が行ったプロポーザルですね、給食センターに係るプロポーザル

方式では、あまりにも価格点を評価し過ぎたと。１００点満点とすると６０点とか５０点は設

計の金額によって優劣をつけますよということでありましたので、当然安く入れました馬上設

計になってしまったのかなというふうに総務課は考えております。 

 これらを踏まえまして、議会、事あるごとにお話し申し上げているんですけれども、今の制

度上で那須烏山市の入札契約でちょっと不足しているのが、このプロポーザルが各課によって

まちまちの取り扱いでやっているということがありますので、今回、仲裁審査会の結論が出れ

ば、あと３月までには特別委員会が設置されておりますので、多分最終報告をいただけるもの

と思っています。これらを踏まえまして、来年３月までには今申し上げましたプロポーザルの

ガイドライン、何度も繰り返しますが、設計変更のガイドラインをつくりまして、適正な入札、

契約の執行にあたっていくつもりでございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  それから、２点から５点目までのお話が議員のほうからあり

ました。次の２点目の執行部に不信を感じたという点でございます。これにつきましては、こ
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れまでもいろいろな形で、議会のほうに全員協議会の形でお知らせをした経過を聞いておりま

すけれども、やはりタイムリーにその場その場、大きな変更等があった場合、ましてや議決案

件でございますので、こういったものについて、事後、大変おくれたタイミングで全員協議会

に説明したということが、いろいろな不信感とかを増殖したのかなというふうに私ども感じて

おります。 

 今後は、適切なタイミングで、いろいろな工事等の内容の変更等がある場合は説明できるよ

うな方式を考えていきたいというふうに考えております。そういった場合についてはいろいろ

な混乱を招いたということでは、まことに申しわけございませんでした。 

 続きまして、３点目の諸問題の関係で４点ほどございました。こちらについても、やはり議

会のほうに適宜設計の変更の内容についてはやるべきだということでございますので、先ほど

の２点目と同じ見解でございます。速やかな形で今後対応しないといけないのかなと私も感じ

ているところでございます。 

 それから、４点目の排水処理施設の位置の関係については、先ほど中山議員のほうからあり

ましたように、そういった経過で若干の説明内容が変わったということでございますが、これ

まで説明したとおりでございます。 

 それから、５点目の天井の強化補強関係ですね。こちらにつきましては、前にも今回の一般

質問の中等で多分あったかと思いますけれども、やはり現場を確認した中で、天井のダクト等

が多くて大変な不安を感じたということで、二度とそういった天井の落下等が発生しないよう

にということで、当初の段階でも建築非構造部材、天井とか壁等、こういったものについては

補強すべきだという指針があることを踏まえて、１.２５倍を乗じた形でいろいろな当初の設

計の中で組んでおりましたけれども、より一層そういった天井の補強をつり鋼材でやるべきだ

という感じをしたということで、今回、補強をしたということでございますので、これについ

ても、もう最初から地震の不安があるんだから、当初設計で見るべきだという御意見等があっ

たと思いますが、やはり現場を踏んで、担当のほうでもそういった判断をしたということで、

今回変更ということでなった経過でございますので、状況はそうでございますのでそのとおり

でございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  １６番中山五男議員。 

○１６番（中山五男）  これまでのこの問題、これを教訓として、これから決して二度とこ

のような問題を起こさないように、慎重にこういった工事関係につきましては進んでもらいた

いと思っているわけであります。 

 しかし、私、今回の問題発生につきましては、まず、三者の責任があるのではないかと。ま
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ず１つは、設計者、次に発注者である市、それに受注者である業者側、この三者でもって、そ

れぞれの責任があるのではないかと私は思っております。 

 まず、馬上設計をプロポーザルに参加させた責任問題であります。これは先ほど申したよう

に、もう受注してから３年で倒産、多分倒産なんでしょう、新しい会社に名義が変わったとい

うことは、そのようなことをなぜ見抜けなかったのかということであります。 

 そういうことをきちっとした調査もしないまま、このプロポーザルに参加させたということ

につきましては、私は執行部に責任があるのではないかと思うわけであります。これは、今さ

らこの設計業者を責めたところで、もうなくなってしまいました。ですから、これはやむなし

としても、この参加させた責任問題ですね。これが１つあるのではないかと思います。 

 次、もう一つ、市の責任なんですが、馬上設計から市役所に設計書が提出された後、担当職

員はその図書の内容を改めて審査、確認しなければならないはずなんですが、その内容ですね。

市が指示したとおり、耐震基準の１.２５倍以上で設計されているか否かですね。さらに、設

計、積算に脱漏がないか。この辺のところは担当職員が積算、検算すべきではないかと思いま

す。 

 今、市には１級建築士が２名おります。彼らは何のために市長は２名も採用しておくのか、

私は疑問に思っているわけであります。にもかかわらず、さっき言いましたように１４カ所も

設計で間違えたところがあったわけですね。にもかかわらず、それが発見できなかったという

ことにつきましては、これは担当職員にも私は責任があるのではないかと思いますし、当然な

がら、職員のミスは市長にも及ぶのではないかと思っているところであります。 

 もう一つ、請負業者の責任について、私の感じているところを申し上げます。入札の参加者

は、これは先ほどの渋井議員、それに先日の平塚議員の質問の中にもありましたが、入札金額

をまず積算するにあたっては、自分の会社では全部は工事できないわけですね。それで、屋根

工事は屋根の得意な下請業者、壁は壁、窓は窓、鉄筋は鉄筋、そして基礎は基礎と、そういう

ふうに分類してそれぞれの専門業者に見積もりをさせて、それを集計して指名業者等は入札金

額を決定するのが常識ですね。どこの会社でもそうやっているはずであります。 

 今回もその期間が１カ月間あったわけであります。ところが、その見積もりを怠って市が提

示した予定価格をもとに入札金額を決定し、落札してしまったということ、これは私は大きな

業者の責任ではないかと思います。 

 そこで、それらの問題点、これまでに私が先ほど言いましたように、議長の在職中に、この

問題で幾度となく全員協議会を開いたり、研究会を開いたり、それを繰り返しまして、この問

題をいかに解決すべきか協議をしたわけでしたね。その中で、議員のほうから、ならば一度議

長、副議長がＪＶ代表の荒川建設の社長と面談して、何とか交渉してくれないかというような
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話があったものですから、２人で行って、社長と面談をしたわけです。 

 そうしたところ、やはり社長の話を聞けば社長の言い分どおりだなという部分も当然ありま

した。 

○議長（佐藤雄次郎）  中山議員、簡潔にお願いします。 

○１６番（中山五男）  もうちょっとで終わります。私はこの問題をどう解決していくべき

か、議会も執行部も本当に困っていますので、このところはこの増額工事分については社長さ

ん、何とか断念してくれませんか。我々執行部と議会を助けてくれませんか。助けてくれませ

んかとまで私はお願いをした件もありました。 

 しかし、その結果、どうしてもその分は断念できないということで今日まで至っているわけ

でありまして、私はこれらについても相当業者にも責任があるのではないかとそう感じている

わけであります。市長、この三者の責任問題について、今どのように感じているか、お伺いを

したいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  先ほども申し上げましたが、このようなこと、今、紛争審査会のいわ

ゆる最終段階に入っておりまして、議決をいただければ、１７日に、この和解協定書を締結を

するというようなことになります。 

 その後、今までの一連の流れあるいは混乱のことを総括をさせていただいて、検証していた

だきながら、その辺の対応は考えていきたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  １６番中山五男議員。 

○１６番（中山五男）  瑕疵担保の件なんですが、これ、もとの馬上設計が倒産の状態に陥

りまして、新しいマガミ設計が後の瑕疵担保１０年間を継承するということになったわけです

ね。そこでお伺いしたいんですが、新しいマガミ設計の現状の経営は健全経営をされているの

でしょうか。果たして瑕疵担保期間１０年間は安全なのかどうか。その辺のところは担当課の

ほうでは確認されているのかということがまず１点です。 

 もう１点は、この例の浄化槽の問題ですね。穴あいてしまいました。傾いてしまいました。

こういう工事がこれからも建設工事にあった場合、こういった瑕疵担保の契約書を書けば検査

基準を下回っても市は設計、これでやむなしとして検査が合格するのか。この２点についてお

伺いします。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  マガミ設計企画、新しい会社のほうですね。そちらのほうに

継承したということで、こちらに報告等がございました。その後の健全経営かどうかについて

はちょっと内容までは把握していない状況でございます。ただ、聞く話では、やはりそういっ
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た那須烏山市の工事において、こういったトラブル等が発生したということで、受注の機会は

極めて減ってきたということで至っているというところまでは聞いてございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  福田都市建設課長。 

○都市建設課長（福田光宏）  中山議員の今回の浄化槽の問題で、今後、このような場合が

あったらどうするかという御質問について答弁させていただきます。 

 建設工事の技術集団の担当課長としての考えなんですが、建設工事は自然を相手に１つ１つ

手づくりでいたします。その場その場の現状、地質とか、いろいろなケース・バイ・ケースが

ありますので、これはこれからだめとか、これからいいとかという部分はなかなか言えない。

ケース・バイ・ケースで判断をしていきたいと思います。ただ、１つだけ言えるのは、今回の

ような事例は私も初めての事例で、大変この対応には苦慮したということでございます。 

 以上です。 

○１６番（中山五男）  了解しました。 

○議長（佐藤雄次郎）  １３番小森幸雄議員。 

○１３番（小森幸雄）  この追加議案については、平成２４年の臨時会に議案が出されて第

１号、第２号で、先ほど５番議員からもあったように、双方とも否決に至って、今回、やっと

話がまとまって、こういう議案が出てきた。こういうことであります。この和解についてどう

こう、あるいはこの補正についてお金がどうこうという話ではありませんが、５番議員の責任

についての先ほど追及がありました。それに関連しまして私からも聞きたい部分がありますの

で、ただいまより質疑をしたいと思うんですが。 

 先ほど市長は、全てこの和解について、決着がついたらば総括、検証をして、その責任の部

分についても今後考えていきたい。こういう答弁が今、あったと思います。そういう中で、そ

の責任の問題でありますが、やはり前回の議案を見ますと、市長と教育長のお二人の責任の議

案が提出されましたね。今回もそういう責任、もし責任をおとりになるのならば、そういう議

案の提出をするのか。その辺について、まずお聞かせをいただきたいと思っております。 

○議長（佐藤雄次郎）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  この一連の責任問題でございますが、先ほどもお答えをさせていただ

きましたが、今、和解調停につきましては、和解書の最終段階に入っておりますので、その後、

協定書が成立した後に総括的な検証をさせていただきたいと思います。臨時会で出したことも

十分私は承知をしているつもりでございます。そのようなところから、あのときの上程は、あ

くまでもこの全員協議会３回、あるいは数々の協議会で市民の皆さん方やら、あるいは議会の

各位に大変混乱を生じさせた。そういったところから、一連の責任で上程をしたつもりでござ
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います。 

 そのようなところをさらに再検証しながら、そして、全体的な今いろいろと御意見等あるい

は今日まで議会からも御意見等いただいておりますから、そのようなところも含めて検証、総

括をさせていただいて対応させていただきたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  １３番小森幸雄議員。 

○１３番（小森幸雄）  検証、総括して責任の部分も考える。こういうことだろうと思うん

ですが、実はその責任でありますが、旧烏山の北條教育長の後、池澤教育長に前の旧烏山の首

長から教育長の選任同意がされてきた経緯があります。 

 そういう中で、我々は全会一致で、さきの臨時会でも、再任を池澤教育長に全会一致でなっ

たわけでありますから、全会一致でやったということは、議会は全部認めて、もう教育長がこ

こにいて私から言うのは本当に言いづらいんですが、本人を目の前にして。教育長まではこの

責任をとっていただくということは非常に忍びないと。議会は全会一致で認めてきているんで

すから、教育長の人格、識見、それを責任をとらせるということは罰を与えることになるよう

な気がしてなりません。 

 ですから、今後、責任のその部分で議案を提出する場合においては、その部分を十分考慮し

て、議案を提出していただければと私は思います。どうぞよろしく御判断をいただいて、その

ときには私が言った部分も十分考慮して、議案を提出していただければなと思って質問を終わ

ります。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  さきの一般質問で大分やりましたので、ここではやらないかなと思

ったんだけれども、なかなか論点がかみ合わないので私のほうで確認をしたいと思います。 

 この工事請負契約に関する紛争の問題につきましては、栃木県建設工事紛争審査会に仲裁を

双方委ねまして、本日、和解の議決案の上程と、このようになったと思います。それで、１つ

は本体工事１,５００万円プラス消費税７５万円、１,５７５万円の内訳でございますが、これ

は３つに分類されます。１つは、仮置場にあった残土ですね。残土処理、これは当然設計書に

はないわけですから、費用が発生してそれを払うのは当然であります。 

 ２つ目は、間仕切り、天井下の補強に要した費用ですね。３０３万円。これも図面にありま

せんでしたので、後で追加を頼む。これも下江川中学校の前にあった学校給食センターが震災

であのような、簡単に言えば前のやった業者が斜めにこうする天井のつり材がなかったと。そ

れで振られて壊れたんですから、そういう手抜き工事で被害があったものだから、今度新しく

つくるものはそういうものを想定して、二度とそういうような天井のつり材が足りないなんて
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いうことのないような設計をすべきだったのに、これが抜け落ちていた。しかし、図面にあり

ませんでしたので、これを払うのは当然だと。 

 問題はですよ、図面にありまして、設計書に脱漏した床スラブコンクリートと鉄筋数量の費

用ですね。１,１７２万円。これは図面にあったんです。設計書になかったということで、こ

れが問題になったわけですけれども。今までこのような工事はほとんどの業者に聞いても、図

面にあったのならば業者の責任で、入札した業者が全部やってきたということですよね。そし

て、このようなものについては、那須烏山市学校給食センター新築工事仕様書に、明確にその

優先順位が書かれているということで、第一番目が質問回答書なんですね。この問題について

は、入札前の質問は一切なかったと。先ほどの同僚議員の質問では、よく見ていなかったと。

こういうような話でありました。 

 したがって、本来であれば、これは法的に払う根拠はないんだけれども、うちのほうの事務

方が県の技術センターのほうに問い合わせをしてみたらば、入札後の工事中の質問も質問回答

書だよと。こういう県の指導を仰いだために混乱したというふうに私は考えております。 

 したがって、やはりそういう意味で、この１００万円、３０３万円は当然払うべきもの。１,

１７２万円については、本来法的に払う根拠のないものだというふうに私は受けとめておりま

す。 

 しかしながら、なぜ払うことになってしまったのか。これは紛争中の協議の中で、相手方、

ＪＶ側の主張として、この本件の追加工事は被申請人の指示に基づくものであるから全額払っ

てもらいたいと言っているわけでしょう。被申請人は誰か、これは市当局ですよね。市当局が

追加工事として追加工事費用を払うということを言った工事だから払ってくださいねというの

が相手方の主張で、これが認められたということですよ、今回ね。 

 したがって、これについて厳重にその責任をとってもらいたいというのが１つ。 

 ２つ目は、このように県の栃木建設技術センターの言い分といいますか、この仲裁審査会の

仲裁された方の考え方と申しますか、そういうことが前提になりますと、これからずっと続く

市の公共工事の入札については、先ほど同僚議員のほうからも質問がありましたように、熟覧

する必要ないと。見なくてもいいと。そして、安い金額でとにかく落とせと。落としたらば、

その図面にあり、設計書にないものの部分についてはどんどん協議に持ち込んで払え、払え、

払えというふうにすれば、幾らでも払ってもらえると。こういうような仕組みになってしまう

よということですよね。そのことについて何か歯どめをする考え方はありますか。その２点だ

け質問したいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  その前に、１３番小森幸雄議員に対する答弁は求めますか。いいで

すか。では、今の平塚議員に対する答弁をお願いします。 
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 網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  それでは、設計図書と設計図面の不一致ですね。そこに齟齬

があったという件でございます。これについては、今回の紛争審査会においても一番の焦点と

なった案件でございます。こちらにつきまして、やはり我々、相手方の申請人、我々被申請人

ともに主張が全部違っておりました。 

 これに関して、その紛争審査会においては、多分お手元の全員協議会の資料等の中に入って

いるかと思いますけれども、今回の事案については入札に付す前にその意見を求める期間の間

に、どこからもそういった申し出がなかったということが１つございます。 

 それにあわせまして、今回、入札したものについては推定でありますけれども、その全ての

業者がそういった脱漏している設計書と図面を照合した結果、発見ができなかったということ

で、そもそもがどちらの業者も設計書をもとに入札したと考えることが最も妥当だろうという

ような委員会では結論で言っております。 

 それが妥当であろうということでありますので、それは確定的なものではないという言葉に

理解できるかと思いますけれども、どちらの業者も設計書で入札に臨んだということで、どこ

のばらつきもなかったということで、統一的なルールのもとにそこはなされたんだろうという

ことで、今回、裁定仲裁委員会のほうではそういう考えを示してございます。 

 よって、そういったことで、そういった前提のもとに設計を変更したのであれば、その後申

し出をしたとしても、そこにそもそも最初からその床スラブについては設計書に入っていない

んだから、その後、図面との照合した結果、齟齬があって脱漏があったということで、設計書

の上にその床スラブ分を加算したとしても、全く市の不利益にはならないだろうという見解で、

審査委員会のほうでは今回、そういった裁定の見解を出したということでございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  そういうような漏れるようなやつを抑えることはできないんですか。

これから未来永劫にわたって脱漏部分は支払い続けることになるんですか。執行部の考え方は

どうなんですか。 

○議長（佐藤雄次郎）  網野学校教育課長。 

○学校教育課長（網野 榮）  これについては、やはり基本的に一番最初の段階から、設計

図書と設計書と齟齬があったと、ミスがチェックできなかったということが原点でありますの

で、まず、そこのチェック体制ですね、こちらを基本的に改善しないと話が進まないというこ

とが前提にあろうかと思います。 

 その次の議員御質問の、これから変更等が申し出があった場合は、全て認めるかということ
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でありますけれども、こちらについてもやはり紛争審査会の中で議論があります。これについ

てはやはり相手の言い分、それからこちらの言い分、両者が一致した段階でそれを確認行為と

みなすと。契約は双方合意の契約でございますので、それがなければ合意はなされない。よっ

て、変更はなされないというふうに今後もなろうかと思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  問題は、先ほど私が指摘しましたように、本件追加工事は被申請人

の指示に基づくものだから、全額払えと。これが認められたということですからね。というこ

とは、こちらが図面にあり、設計書になかったものを追加工事として認め、そしてその分、払

うよといったことが仲裁裁定で認められたということですからね。 

 そういうことなので、やはりこれについての責任をきっちりとるということと、やはり国の

公共建築工事標準仕様書、こういう国の建築工事のルールに従ってやれば、こんな問題は起き

ないんですよ。それを先ほどのそれぞれの答弁を聞きますと、全くそれを法的に補うような考

え方の歯どめを考えるようなことができないようですから、これは議会のほうでその歯どめを

つくることを御提案申し上げたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで、疑

を打ち切ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第１ 追加議案第２号について、原案のとおり決定することに御異議

ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、追加議案第２号は、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、日程第２ 追加議案第１号について、原案のとおり決定することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、追加議案第１号は、原案のとおり可決いたしました。 

                                    

     ◎日程第３ 請願書等審査結果の報告について 

 

○議長（佐藤雄次郎）  日程第３ 請願書等審査結果の報告についてを議題とします。 

 各常任委員会の審査の経過と結果について、各常任委員会の報告を求めます。 

 総務企画常任委員長平塚英教議員。 

〔総務企画常任委員長 平塚英教 登壇〕 

○総務企画常任委員長（平塚英教）  それでは、総務企画常任委員会の請願書等の審査結果

について御報告を申し上げます。 

 去る９月３日の本会議におきまして、総務企画常任委員会に付託をされました継続審査とな

っておりました陳情書第５号 烏山法務局証明センターの設置を求める陳情につきましては、

１２月５日、第１委員会室におきまして、総務企画常任委員会委員５名全員出席のもとに慎重

に審査を行いました。 

 現段階では、烏山支局の廃止につきましては、正式決定になっていないという状況にありま

す。よって、陳情第５号 烏山法務局証明センター設置を求める陳情につきましては、陳情書

の趣旨は十分に理解できるものでありますが、９月定例会の審査結果と同様、法務局の動向を

十分見きわめている段階でございまして、当委員会の審査の結果、全会一致で継続審査と決定

いたしました。 

 続きまして、１２月３日の本会議において、総務企画常任委員会に付託されました陳情書第

６号 新聞購読料への消費税軽減税率適用を求める陳情につきましては、同日の１２月５日、

第１委員会室におきまして、総務企画常任委員会委員５名全員出席のもと、陳情者からの説明

を聞き、慎重に審査を行いました。 

 新聞は国民の知る権利と民主主義を足元から支えるとともに、活字文化の発展に大きく寄与

してまいりました。近年、活字離れが進む中で、新聞の購読率は低下傾向にあり、消費税増税
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による購読者の負担増によって、新聞離れがさらに加速することが予想されております。 

 よって、陳情書第６号 新聞購読料への消費税軽減税率適用を求める陳情につきましては、

陳情者の趣旨は十分に理解できるものであるとしまして、審査の結果、全会一致で採択すべき

ものと決定をいたしました。何とぞ委員会決定どおりにお認めいただきますようお願いを申し

上げまして、審査結果の報告を終わるものであります。 

○議長（佐藤雄次郎）  次に、文教福祉常任委員会副委員長田島信二議員。 

〔文教福祉常任副委員長 田島信二 登壇〕 

○文教福祉常任副委員長（田島信二）  御報告申し上げます。去る１２月３日、本会議にお

いて、文教福祉常任委員会に付託されました陳情書第７号 「子宮頸がん検診対策の充実を促

進し、ＨＰＶ予防ワクチン接種事業の一時中止を求める意見書」提出に関する陳情につきまし

ては、１２月５日、第２委員会室において４名の委員出席のもと、関係する市執行部職員の意

見を聴取しながら、慎重に審査を行いました。 

 その結果、副反応の問題があるとはいえ、ワクチン接種を選択する自由は奪うべきではない

との意見が多かったが、命にかかわる問題であるため、国等の動向を注視しながら、さらに慎

重に審査すべきとの結論に達し、継続審査といたしました。 

 以上で審査結果の報告を終わります。 

○議長（佐藤雄次郎）  以上で、各委員会からの報告が終わりました。 

 これより委員会に対する質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより委員会の審査結果報告について、討論に入ります。 

 まず、報告に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  討論がないので、これで討論を終結いたします。 
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 お諮りいたします。日程第１ 請願書等審査結果の報告についてのうち、陳情書第５号につ

いて、総務企画常任委員会の報告どおり決定することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、陳情書第５号は、委員会の報告どおり決定いたしました。 

 次に、陳情書第６号について、委員会の報告どおり決定することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、陳情書第６号については、委員会の報告のとおり決定いたしました。 

 次に、陳情書第７号について、文教福祉常任委員会の報告どおり決定することに異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、陳情書第７号については、委員会の報告のとおり決定いたしました。 

                                    

     ◎日程第４ 意見書案第１号について 

 

○議長（佐藤雄次郎）  日程第４ 意見書案第１号についてを議題といたします。 

 意見書案第１号について、提出者の趣旨説明を求めます。 

 総務企画常任委員長平塚英教議員。 

〔総務企画常任委員長 平塚英教 登壇〕 

○総務企画常任委員長（平塚英教）  ただいま上程となりました意見書第１号について、提

案の趣旨説明を申し上げます。 

 来年４月に予定されております消費税増税によって、各家庭の経済的負担が増せば、民主主

義を支える社会基盤である新聞の講読を中止する家庭が増えることが懸念されます。そうなれ

ば、国民の知的レベルや社会への関心が低下することにより、国民の将来を危うくするものに

なることが見込まれ、特に社会的、経済的弱者にその傾向が出た場合は、格差が拡大し、社会

的不安を招きます。 

 つきましては、先ほど報告いたしました総務企画常任委員会で審査した陳情書の採択を踏ま

え、新聞購読料への消費税軽減税率適用を求めるため、各関係行政庁に意見書を提出するもの

であります。何とぞ御審議をいただきまして、決定いただきますようお願いを申し上げまして、

提案の趣旨説明とさせていただきます。 
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○議長（佐藤雄次郎）  以上で趣旨説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより、意見書案第１号について討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  次に、賛成討論を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。意見書案第１号について、原案のとおり決定することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第１号は、原案のとおり関係行政庁宛て提出することに決定いたしました。 

○議長（佐藤雄次郎）  これをもちまして、本定例会に付議された議案は全て終了いたしま

した。 

 ここで、市長の挨拶を求めます。 

 大谷市長。 

〔市長 大谷範雄 登壇 挨拶〕 

○市長（大谷範雄）  第７回市議会定例会の閉会にあたりまして、御挨拶申し上げます。 

 今期定例会は、１２月３日を初日に本日まで９日間にわたり慎重審議をいただき、上程いた

しましたいずれの議案も原案どおり可決、御決定をいただきまして、まことにありがとうござ

います。心より感謝と御礼を申し上げます。審議の中でいただきました御意見、御提案につき

ましては、今後の行政運営にあたり、十分心して務めたいと存じております。 

 さて、開会の御挨拶でも申し上げましたように、政府は、ＴＰＰに伴う農業競争力の強化を
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目指しまして、戦後農政の歴史的な大転換に向けた準備を進めております。議員各位におかれ

ましても注目されており、今次定例会でも複数議員から一般質問がございました。農業を基幹

産業といたします本市にとりましては、非常に大きな問題であります。 

 そのＴＰＰ交渉でございますけれども、今月７日からシンガポールで閣僚会合が開かれてい

るところでございますが、最も難航しております関税、特許や著作権等の知的財産、国有企業

の扱いなど競争政策の３分野では各国の隔たりが大きく、年内妥結は極めて難しくなったと報

道されております。 

 しかし、これらの問題も、来年には何らかの形で決着が見られるものと予想しております。

また、農業分野におきましても、５年後か１０年後か、どこかの時点では国際競争という荒波

に立ち向かわざるを得ないときがやってくるものと考えております。 

 一方で、日本の農業は、従事者の高齢化や後継者不足、あるいは収益性などの問題もはらん

でおりまして、このため、国や県の適切な指導、支援、また、農業団体と連携した大規模農家

の育成強化など、海外の農産物と競争でき得る強い農業の確立は、非常に重要な課題であると

感じているところであります。 

 本市の独自の取り組みといたしましても、一朝一夕にはできなくても、豊かな自然環境と清

らかなこの恵まれた質の高い本市の農林水産物の付加価値をつけたブランド化や６次産業化を

進めてまいりたいと考えております。 

 さて、景気回復の動きが強まるという政府発表が続きまして、地方への波及が期待をされて

いるところでございますが、一足早く明るい話題を提供しようという目論見で、恒例のタウン

イルミネーションが、ことしも南那須庁舎前で始まっております。連日、多くの家族連れでに

ぎわいを見せております。 

 また、ＪＲ烏山線に蓄電池駆動列車アキュムが運行いたすのも間もなくであります。平成

２６年は、長く厳しかった不景気というトンネルから抜け出し、明るい年となりますことを心

より祈願いたしているところでございます。 

 いよいよ厳寒の季節を迎えております。風邪、インフルエンザの流行もこれからだと思いま

す。議員各位におかれましては、何かと御多用、御多忙のこととは存じますが、切に御自愛く

ださいまして、御多幸な新年をお迎えくださいますようにお願いを申し上げまして、閉会の挨

拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐藤雄次郎）  以上で、１２月３日から本日までの９日間にわたりました定例会の

日程は全部終了いたしました。関係各位の御協力、大変ありがとうございました。 

 これで、平成２５年第７回那須烏山市議会１２月定例会を閉会いたします。大変御苦労さま
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でした。 

［午前１１時２７分閉会］ 
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